
 

令和２年７月１７日 

四国電力株式会社 

 

 

原子力関連費用の託送料金による回収額の申請について 

 

 

当社は、本日、電気事業法施行規則第 45条の 21の 3および 6の規定に従い、一般送配電

事業者の託送料金を通じて回収を行うこととされている「賠償負担金※1」および「廃炉円滑

化負担金※2」の額について、経済産業大臣に承認申請を行いました。 

 

※1 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく賠償への備え(一般負担金)のうち、平成 23年 3月の福

島第一原子力発電所の事故以前に確保されておくべきであった費用（過去分として今後40年で回収） 

※2 原子力発電所の廃炉を円滑に実施するため、廃炉後においても分割計上が認められた費用（当社の

場合、伊方発電所 1・2号機分） 

 

＜承認申請の概要＞ 

 申請額 

賠償負担金＊ 127億円 

廃炉円滑化負担金 573億円 

＊ 40年の総額のうち、当初の５年間の回収申請額 

 

 

なお、今回の回収額の申請に伴い、託送供給等約款の改定が想定されますが、新型コロナ

ウイルス感染症の影響に配慮して、改定時点では、小売料金の値上げを行わないことを検討

しております。 

 

 

以 上 

 

（別紙１）賠償負担金承認申請書 

（別紙２）廃炉円滑化負担金承認申請書 

 

 

 

 

 

 










